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平成２６年１０月２９日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 債権者代位による所有権移転及び信託登記抹消登記

手続請求事件 

口頭弁論終結日 平成２６年１０月６日 

 

       判       決 

   原告         国 

   被告         有限会社Ｙ 

 

       主       文 

１ 被告は、Ａに対し、別紙物件目録記載の土地について、平成２６年５月１９

日信託財産引継を原因として、所有権移転及び信託登記抹消の各登記手続をせ

よ。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文１項同旨 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、原告が、租税債権の徴収を図るため、国税通則法４２条及び民法４

２３条に基づき、滞納者Ａ（登記記録上の住所 ●●市）に代位して、所有権

に基づき、別紙物件目録記載の土地について、主文１項のとおりの所有権移転

及び信託登記抹消の各登記手続を求める事案である。 

２ 当事者の主張 

(1) 請求原因 

    別紙訴状（写し）中の「第２ 請求の原因」欄記載のとおり 
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(2) 請求原因に対する認否 

請求原因事実は知らない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 証拠（甲１ないし９）及び弁論の全趣旨を総合すると、請求原因事実が全部

認められ、この認定を覆すに足りる証拠、立証はない。 

 ２ よって、主文のとおり判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第８部 

裁判官   加島 滋人 


